
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
） 

 
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す

べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

災
害
危
険
区
域
等
に
お
け
る
開
発
許
可
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
関
係
政
令
等
の
内
容
を
関
係
事
業
者
や

地
方
公
共
団
体
に
対
し
早
期
に
示
し
た
上
で
そ
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
の
趣
旨
に
鑑
み
、
市

街
化
区
域
の
浸
水
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
等
に
お
け
る
開
発
許
可
に
つ
い
て
も
、
そ
の
周
辺
地
域
を
含
め
溢
水
等

の
災
害
リ
ス
ク
が
増
大
し
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
十
分
に
確
認
し
て
基
準

へ
の
適
合
性
が
判
断
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
適
切
な
助
言
等
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

地
方
公
共
団
体
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑
み
、
国
に
お
い
て
事
務
経
費
を
含
め
た
財
政
支
援
を
行
う
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
が
事
前
防
災
対
策
と
し
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
地
方
公
共

団
体
の
取
組
を
後
押
し
す
る
こ
と
。
ま
た
、
多
数
の
災
害
弱
者
が
利
用
す
る
病
院
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
災
害

危
険
区
域
等
か
ら
の
移
転
が
図
ら
れ
る
よ
う
一
層
の
取
組
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

立
地
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
、
災
害
危
険
区
域
等
が
居
住
誘
導
区
域
か
ら
可
能
な
限
り
除
外
さ
れ
る
よ
う

助
言
等
を
行
う
と
と
も
に
、
除
外
が
困
難
な
区
域
に
つ
い
て
は
、
防
災
指
針
に
基
づ
き
適
切
な
対
策
が
講
じ
ら

れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
防
災
指
針
に
基
づ
く
取
組
を
進
め
る
際
に
は
、
市
町
村
と
国
や

都
道
府
県
の
河
川
管
理
者
等
と
が
連
携
し
、
必
要
な
治
水
対
策
等
と
ま
ち
づ
く
り
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
と

な
る
よ
う
、
関
係
者
に
よ
る
総
合
的
な
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

四 

現
存
す
る
緑
地
や
農
地
の
適
切
な
保
全
は
、
市
街
地
の
拡
散
や
管
理
放
棄
地
化
の
抑
止
に
つ
な
が
り
、
居

住
誘
導
区
域
外
の
区
域
に
お
け
る
環
境
保
全
に
資
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
保
全
に
資
す
る
諸
制
度
の
活
用

を
引
き
続
き
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
都
市
農
業
の
利
便
増
進
と
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
に
向



け
て
、
現
行
の
生
産
緑
地
制
度
や
田
園
住
居
地
域
制
度
等
も
含
め
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
制
度
の
活
用
が
図

ら
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
適
切
な
助
言
等
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

居
住
環
境
向
上
用
途
誘
導
地
区
を
定
め
、
病
院
、
店
舗
等
の
日
常
生
活
に
必
要
な
施
設
の
立
地
の
促
進
を

図
る
際
に
は
、
既
存
の
用
途
地
域
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
建
築
規
制
の
緩
和
が
住
環
境
や
景
観
に
著
し
い
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
等
の
意
向
に
十
分
配
慮
し
た
運
用
が
な
さ
れ
る

よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
適
切
な
助
言
等
を
行
う
こ
と
。 

 

六 

「
居
心
地
が
良
く
歩
き
た
く
な
る
」
ま
ち
な
か
づ
く
り
に
向
け
て
議
論
が
行
わ
れ
る
市
町
村
都
市
再
生
協

議
会
に
つ
い
て
は
、
豊
か
な
生
活
を
支
え
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
都
市
再
生
整
備
計
画
を
策
定
す

る
観
点
か
ら
、
幅
広
い
住
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
反
映
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
、
障
害
者
団
体
、
子
育
て
支
援
団

体
、
高
齢
者
団
体
な
ど
、
構
成
員
の
多
様
化
を
促
す
こ
と
。
ま
た
、
障
害
者
、
子
育
て
世
代
、
高
齢
者
な
ど
が

利
用
し
や
す
い
空
間
を
作
る
た
め
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
観
点
を
踏
ま
え
た
整
備
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公

共
団
体
に
対
し
適
切
な
助
言
等
を
行
う
こ
と
。 

 

七 

「
居
心
地
が
良
く
歩
き
た
く
な
る
」
ま
ち
な
か
づ
く
り
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
開
発
に
よ
っ
て
、

従
来
か
ら
居
住
し
て
い
る
低
所
得
者
な
ど
が
生
活
上
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
支
援
措
置
を
講

ず
る
な
ど
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

八 

本
法
に
基
づ
い
て
都
市
開
発
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
に
お
い
て
人
材
や
専
門
的
ノ
ウ
ハ
ウ
が
不

足
し
て
い
る
状
況
等
に
鑑
み
、
民
間
事
業
者
等
の
選
定
に
当
た
り
、
土
地
所
有
者
、
住
民
や
利
害
関
係
人
等

の
意
見
を
十
分
に
反
映
し
た
事
業
の
実
施
が
で
き
る
者
を
適
切
に
判
断
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
技
術
的
支
援

を
行
う
こ
と
。 

 


